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令和２年３月４日（第１日）  

開議１３時００分  

 

○議長 星 正彦君  

 只今から、令和２年第２回鞍手町議会定例会を開会します。  

 町長より行政報告の申し出があっていますので、これを許可します。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

新型コロナウイルス感染症対策に関する行政報告を行います。  

現在、中国湖北省武漢市を中心として、世界的な感染拡大を見せている新型コロナウイル

ス感染症でありますが、日本国内におきましても中国の一部の地域への渡航歴のない感染者

が確認されております。  

本町では、感染症拡大を防ぐために、２月６日からホームページ上におきまして町民の皆

様への注意喚起と情報提供を行っております。  

また、庁舎やその他公共施設には、手指消毒薬を設置する対応を行っております。  

２月２０日に福岡県内で初めて新型コロナウイルス感染者が確認されたという報道を受

け、同日付けで「鞍手町新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、感染症拡大防止に

ついて対応を協議しております。  

政府は、２月２５日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を発表しております

が、本町も同日に第２回目の対策本部会議を開催し、今後の感染症拡大防止策について具体

的な対応を協議しました。  

協議の結果、感染拡大防止の観点から２月、３月の町主催行事については、原則中止又は

延期することとし、どうしても開催が必要と判断される行事については、手指消毒薬の設置

やマスクの着用あるいは行事内容の変更などを求めることとしております。  

町以外が主催する行事についても関係機関に情報を提供するとともに連携を図りながら

感染拡大防止に努めております。  

また、２月２６日から、町民の方々に対し更なる周知を行うため感染症の拡大防止におい

て、日常生活で気を付けていただきたいことや感染が疑われる症状、その際の連絡先や相談

窓口などを記載したチラシを作成し、全世帯への配布を行っているところです。  

さらに、２月２７日に政府から全国の公立小中高校等に対し３月２日から春休みまで休校

するよう要請があったことから、本町におきましては、本町教育委員会と協議の上、３月４

日から３月２３日までの通常の授業については臨時休校とする対応を取っております。  

なお、臨時休校により現在学童保育に通所している児童については、町内４つの学童保育

所に対し預かり時間の拡大などを要請するなどし、対応に努めております。  

また、公共施設のうち中央公民館や体育施設などについては３月末まで、小・中学校、豊

翔館の体育施設については４月末まで利用を休止させていただいております。  
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町民の皆様からの感染症対策に対する問い合わせについては、平日、休日、夜間を問わず

対応可能な体制を整えており、今後も国及び県などから提供される情報をもとに、本町の実

情に応じた最適な対策を講じて参ります。  

以上、「鞍手町新型コロナウイルス感染症対策」に関する報告です。  

○議長 星 正彦君  

 以上で行政報告を終わります。  

 まず、町長より提出されております専決処分の報告、鞍手町流域関連公共下水道事業中山

処理分区管渠築造工事（第８８工区）、（第８９工区）請負契約の変更及び監査より提出され

ております例月現金出納検査報告書、並びに、定期監査結果報告書をお手元に配布していま

すのでご確認下さい。  

 これより、日程に入ります。  

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、３番議員 田中二

三輝議員及び４番議員 宇田川亮議員を指名します。  

 次に､日程第２ 会期の決定を議題とします。  

 今期定例会の会期は、本日から３月１９日までの１６日間としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって会期は、本日から３月１９日までの１６日間に決定しました。  

 次に､日程第３ 町長の施政方針表明の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

令和２年第２回鞍手町議会定例会の開会にあたり、今回提案いたします諸議案の提案理由

の説明に先立ちまして、町政運営に関する私の基本的な考えと主要施策の概要について、令

和元年度の取組を振り返りながら、令和２年度の施政方針を申し上げ、議員各位並びに町民

の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。  

昨年の３月議会において、鞍手町の未来をひらく８つの約束を掲げ、町長としての基本姿

勢と公約について所信を述べさせていただきました。  

本年度は、平成３１年度として始まり、皇太子殿下が天皇に御即位された５月１日より令

和が始まりました。  

この記念すべき日を町民の皆様と迎えられたことを感慨深く感じながら、新しい時代とと

もに鞍手町を発展させ、自信と誇りの持てる鞍手町にしたいという決意を新たにしたところ

です。 

所信表明の中で述べましたように、まず私のなすべき事は、前町長の官製談合事件により

失墜した町政に対する信頼を回復させることであるとの考えから、入札事務が町長の恣意的

な判断により容易に変更されることが無いように関係例規の見直しを行い、本年度から実施
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しております。  

また、鞍手町の未来をひらく８つの約束については、取組状況を述べるとともに、令和２

年度の方針を述べさせていただきます。  

まず初めに、「喫緊の課題を解決する」です。 

くらて病院については、医師確保の目途がついたことや収支計画の見直しにより、将来の

健全な経営が確保できる見通しとなったことから、くらて病院との間で移転新築及び運営に

関する協定書を締結し、計画どおり進めることとなりました。  

現在、造成が完了し来年度には本格着工の運びとなっています。  

くらて病院は、町民はもちろんのこと周辺地域住民の中核病院として重要な役割を果たし

ていくこととなりますので、今後も設立団体の長として一日も早い完成に向けて支援をして

いきたいと考えております。  

次に、役場庁舎等建設事業についてです。  

役場庁舎等の移転建替については、就任直後から役場内部で移転場所や総合福祉センター

のあり方、複合施設の併設などについて協議を重ねてまいりました。  

また、議会において新庁舎建設特別委員会が設置された後には、議会からのご意見をいた

だきながら庁舎等建設基本計画の改訂版策定に取り組み、特に現石炭資料展示場においては、

建設当時の状況について貴重なご指摘をいただいたことから、新庁舎等建設に向けて一定の

方向性を見出すきっかけとなり、改めて感謝申し上げる次第です。  

このご指摘を機に新庁舎等建設についての方向性は、議会と一致できたことで、去る２月

７日の臨時議会において基本設計、実施設計等の関連予算を上程させていただき、ご承認を

いただいたところであります。  

令和２年度一般会計予算にも関連予算を計上しており、新庁舎等建設事業についても一日

も早い完成に向けて鋭意努力してまいります。  

次に２つ目は、「公平、公正で町民に開かれた町政の推進」です。 

私は、町民が主役となる町政、町民が提言できる開かれた町政を行っていきたいと考え、

平成３１年３月議会と令和元年６月議会に住民が参画できる組織設置に関する予算をご提案

いたしましたが、残念ながらご理解をいただけませんでした。  

ただ、町民に対して行政としての説明責任をもっと果たしていくべきだという考えに変わ

りはありません。特に予算の仕組みや執行状況については、十分な説明が必要であると考え

ています。 

そこで、町の予算がどのような事業にいくら使われているのか、また、町の収入にはどの

ようなものがあるのかなどを一般的な家庭をモデルにして、子どもたちにもわかりやすく親

しめるようにした冊子「なるほど！納得！町の予算」を作成し、町民の方々に配布いたしま

した。 

この冊子については、多くの住民の方々から評価をいただいているところです。  

令和２年度もこの冊子を作成する予算を計上させていただいており、引き続き公平、公正
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で町民に開かれた町政の推進をしてまいります。  

３つ目は、「教育、伝統文化、芸術を通して心豊かな暮らしの実現」です。 

所信表明で少子化が進み人口減少が見込まれる中で、次の鞍手町を担う子どもたちに様々

な分野で充実した教育環境を提供することが、私たちの役目だと申し上げました。  

本年度、すべての小学校普通教室を中心に空調設備を整備し、教育環境の充実を図ってま

いりました。 

中学校においては、部活動の外部指導員の導入に向けた予算を計上し、指導体制の充実を

図ってまいりました。  

令和２年度からは、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき小中学校の児童、生徒にパソコン

端末の導入と高速大容量の通信ネットワークの一体的な整備を図り、ＡＩやＩＣＴ化に対応

できる教育を推進して参ります。  

また、生涯学習や伝統文化や芸術の拠点となる中央公民館の大規模改修に取り組みました。 

令和２年度も引き続き、中央公民館の改修に取り組むこととしております。  

これらの事業により生涯学習などの拠点としての機能の充実を図ることとしております

ので、町民の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくお時間をいただきたいと

思います。 

４つ目は、「安全、安心な暮らしを育むまちづくり」です。 

近年の異常気象による台風や豪雨、あるいは頻繁に起こる地震などの自然災害は、時と場

所を選ばず私たちの生活を脅かしています。昨年の台風１５号や１９号は、関東や東北地方

に大きな被害を与えました。  

幸いにも本町には、大きな災害が発生するような台風や大雨はございませんでしたが、本

町に襲いかかる災害を常に想定して対策を講じておかなければなりません。  

本年度は、防災行政用無線機を新たに１１基増設し、住民の方々に防災情報や避難情報の

提供充実に努めて参りました。  

また、昨年１２月には、全町的な防災訓練を７年ぶりに実施いたしました。この防災訓練

では、避難場所への誘導や避難所の運営のあり方など多くの課題があることに気付かされる

ことになりましたが、今後も防災訓練を繰り返し、課題を解決しながら万が一の災害時に備

えていきたいと考えています。  

令和２年度も防災訓練を行うための予算を計上しております。  

またさらに、安全、安心な暮らしを育むまちづくりを一層推進するため、安全、安心なま

ちづくりに特化した部署として総務課に新たに安全安心係を設置いたします。  

所掌事務は、自治会組織、消防、防災、防犯、危険空家など地域住民の方々の生活に直接

的にかかわる安全安心の分野を中心に所管する係となっております。  

今後も町民の皆様が安全安心に暮らせるまちづくりに努めて参ります。  

５つ目は、「高齢者や障がい者がいきいきと元気で暮らせるまち」です。 

私は、常々健康寿命を延ばすことがとても重要であると申し上げております。いくつにな
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っても、また障がいがある方も元気でいきいきと生活できることが重要であると思っており

ます。そのためには、日頃から楽しく、安全に運動できる環境が必要だと考えています。  

本年度は、高齢者の方々が楽しんでいただけるよう総合福祉センター敷地内にあるグラウ

ンドゴルフ場を整備いたしました。  

また、総合福祉センターは、機能を新庁舎に併設する複合施設に移管することになります

が、西川の左岸地域で唯一の公共施設でありますので、災害時などの避難所として重要な役

割を果たしていきます。  

子育て世代から高齢者、障がい者の方々が多く利用されている福祉拠点施設ですので、当

分の間は存続させることで引き続き介護予防や福祉の拠点としてきめ細かなサービスが提供

できる環境・体制を作り上げていきたいと考えております。  

６つ目は、「商工業の振興」です。 

個性ある小規模小売店の集積化を図り、個性あふれた魅力的なまちづくりを進めていきた

いと申し上げました。  

本年度は、鞍手町中小企業活性化計画に基づくアクションプランを策定しました。このア

クションプランに沿って令和２年度は創業支援や商品開発支援など地域経済の活性化を図っ

ていきたいと考えております。  

また、様々な再生可能エネルギーを活用した発電事業を推進し、発電した電力を地元鞍手

町で消費する電力の地産地消に取り組んで行きたいと述べておりましたが、この分野につい

ては、さまざまな関係者から情報収集を行っておりますが、具現化までには至っておりませ

ん。 

令和２年度以降も引き続き情報収集を行うとともに電力の地産地消に向けて取り組んで

行きたいと考えております。  

７つ目は、「農業の振興」です。 

鞍手町の農業の特産物には、米をはじめラー麦や大豆、果樹ではブドウやイチゴなどがあ

り、これらをさらにＰＲしていくとともに新たな商品の開発が不可欠だと申し上げてきまし

た。 

本年度は、平成３０年度に商品化した巨峰サイダーをブラッシュアップし、特産品として

東京六本木のアマンドで販売、ＰＲを行いました。  

また、新たな特産品開発に向けてぶどう生産者とともに先進地視察も精力的に行って参り

ました。 

さらに、これまで課題となっている農業従事者の高齢化や後継者不足を打開するために新

規就農者の育成事業にも取り組んで参りました。  

令和２年度も、引き続き、新規就農者の支援事業を含めた農業の振興に取り組んで行きた

いと考えています。  

８つ目は、「誇れる鞍手のまちづくり」です。 

昨年の所信表明の中で、今後、町内の関係各位のご理解とご協力を得ながら、町単独に限
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らず近隣市町と連携を図り広域的な観光協会の設立も視野に入れながら取り組んで行きたい

と述べておりますが、これについては観光施策に対する担い手づくりや意識の醸成にまだ時

間を要することが認識できましたので、引き続き粘り強く取り組んで行きたいと考えていま

す。 

一昨年の前町長による官製談合事件は、町民の皆様に失望と憤りを引き起こさせるととも

に、鞍手町のイメージを大きく失墜させるでき事でありました。  

一度落ちたイメージを回復させることは、容易ではありませんが、町民の皆様とともにも

う一度鞍手町の住民であることを、胸を張って言える、誇れるまちにしていきたいと考えて

おります。 

まずは、悪いイメージを払しょくし、歴史や伝統あるいは豊かな自然環境などの貴重な資

源や地方創生として取組んでいるサブカルチャー事業の推進などを通じて鞍手町の良さを再

認識していただきたいと考えております。  

そのため令和２年度はシティプロモーション事業を増額しマスメディアやＳＮＳなどさ

まざまな情報発信ツールを使ってＰＲしていきたいと考えております。  

以上、これまでの取り組みを振り返えりながら、令和２年度の施政方針を述べさせていた

だきました。 

私の公約である鞍手町の未来をひらく８つの約束の達成度はまだ不十分ではありますが、

この約束を職員と一丸となって全力で取り組んでいくことで、小さくても、心豊かで、幸福

度、満足度が高く、自信と誇りの持てる町を実現してまいる決意でございます。  

どうか議員の皆様並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、私の令和２年度

に向けた施政方針といたします。  

○議長 星 正彦君  

 以上で町長の施政方針表明を終わります。  

 次に進みます。 

 日程第４ 鞍手町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。  

 お諮りします。  

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条 第２項の規定によって、指名推薦にした

いと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦で行うことに決定しました。  

 お諮りします。  

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。従って、議長が指名することに決定しました。  
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 鞍手町選挙管理委員会委員には、只今お配りしたとおり、 

中西 憲治君、 

野上 忠良君、 

古野 明裕君、 

白石 實枝君、 

以上の方を指名します。  

お諮りします。  

只今、議長が指名しました方を、鞍手町選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異

議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって只今指名しました、  

中西 憲治君、 

野上 忠良君、 

古野 明裕君、 

白石 實枝君、 

以上の方が鞍手町選挙管理委員会委員に当選されました。  

次に､鞍手町選挙管理委員会補充員には、  

長友 浩一君、 

香月 宏一君、 

櫻井 輝代君、 

西原 邦江君、 

以上の方を指名します。  

お諮りします。  

たた今、議長が指名した方を鞍手町選挙管理委員会補充員の当選人と定めることにご異議

ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

異議なしと認めます。よって只今指名しました、  

長友 浩一君、 

香月 宏一君、 

櫻井 輝代君、 

西原 邦江君、 

以上の方が鞍手町選挙管理委員会補充員に当選されました。  

次に進みます。  

日程第５ 人権擁護員候補者の推薦に関する協議を議題とします。  

別紙のとおり議会の意見を求められています。  

これから質疑を行います。  
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人権擁護員候補者の推薦に関する協議について質疑ありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

お諮りします。  

人権擁護員候補者の推薦に関する協議については、会議規則第３８条 第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。  

これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

異議なしと認めます。よって人権擁護員候補者の推薦に関する協議については委員会付託

を省略することに決定しました。  

これから討論を行います。  

人権擁護員候補者の推薦に関する協議について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

これから採決を行います。  

人権擁護員候補者の推薦に関する協議について、原案を適当と認め、原案どおり決定し、

通知することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって原案を適当と認めることに決定しました。  

次に､日程第６ 議案第３号 から、日程第１５ 議案第１２号までの１０件を一括して

議題とします。  

提案理由の説明を求めます｡ 

町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第６ 議案第３号 から  日程第１５ 議案第１２号までの１０件につきまして、一

括して提案説明を申し上げます。  

日程第６ 議案第３号は、鞍手町公有自動車購入基金条例であります。  

本議案は、庁用自動車のみに限らず、スクールバスなど町が購入する自動車全般が対象で

あることを明確にするため、所要の改正を行うものであります。  

次に、日程第７ 議案第４号は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例であります。  

本議案は、地方自治法等の一部を改正する法律が公布され、地方自治法の一部が改正され

たことに伴い、これに関連する「鞍手町監査委員条例」、「鞍手町水道事業の設置等に関する 

条例」の２つの条例について所要の改正を行うものであります。  

次に、日程第８ 議案第５号は、鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例でありま

す。 
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本議案は、庁舎等建設の設計者の候補者の選考及び建築本体工事に係る競争入札指名者の

選考を厳正かつ公平に行うため、鞍手町庁舎等建設設計候補者等選考委員会を設置すること

に伴い、所要の改正を行うものであります。  

次に、日程第９ 議案第６号は、鞍手町印鑑条例の一部を改正する条例であります。  

本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律が公布され、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、成

年被後見人の一律な権利制限が見直されたことに関連し、所要の改正を行うものであります。 

次に、日程第１０ 議案第７号は、鞍手町一般職の職員の服務の宣誓に関する条例の一部

を改正する条例であります。  

本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、

所要の改正を行うものであります。  

次に、日程第１１ 議案第８号は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例であります。  

本議案は、民法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、これに関連する「鞍手町

営住宅管理条例」、「鞍手町改良住宅設置及び管理条例」の２つの条例について所要の改正を

行うものであります。 

次に、日程第１２ 議案第９号は、鞍手町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の

一部を改正する条例であります。  

本議案は、部落差別の解消の推進に関する法律が施行されたことに伴い、所要の改正を行

うものであります。  

次に、日程第１３ 議案第１０号は、鞍手町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。  

本議案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正された

ことに伴い、所要の改正を行うものであります。  

次に、日程第１４ 議案第１１号は、鞍手町地区計画の区域内における建築物の制限に関

する条例の一部を改正する条例であります。  

本議案は、鞍手インターチェンジ北側に整備中の産業集積地において、無秩序な開発を抑

制し、周辺地域との調和のとれた良好な環境を保全するために都市計画決定する地区計画に

基づき、所要の改正を行うものであります。  

次に、日程第１５ 議案第１２号は、鞍手町消防団の設置等に関する条例等の一部を改正

する条例であります。  

本議案は、消防団員の確保や地域防災力の充実強化を図るため、鞍手町消防団に火災や大

規模災害等の特定の任務に限り従事する機能別消防団員制度を導入することに伴い、関係す

る条例について所要の改正を行うものであります。  

以上が、日程第６ 議案第３号から  日程第１５ 議案第１２号までの提案説明でありま

す。 
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ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  

 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 次に､日程第１６ 議案第１３号から、日程第２２ 議案第１９号までの７件を一括して議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます｡ 

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第１６ 議案第１３号から、日程第２２ 議案第１９号までの７件につきまして、一

括して提案説明を申し上げます。  

 日程第１６ 議案第１３号は、令和元年度鞍手町一般会計補正予算（第６号）であります。  

本補正予算は、歳出においては、今年度末に２名の依願退職の申出があったことから、２

款 総務費において退職手当を追加しております。  

また、３款 民生費においてプレミアム付商品券事業費をはじめ、その他補助事業の実績

見込みなどに伴う予算の増減等を行っております。  

また、歳入においては、固定資産税等の増収が見込まれることにより１款 町税の追加を

行う一方で、各補助事業の実績見込みなどにより国・県支出金や町債及び財政調整基金繰入

金等の補正を行っております。  

そしてこれらの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ１億４，３２４万９千円減額し、予

算総額を歳入歳出それぞれ７９億３，３０７万６千円としております。  

次に、日程第１７ 議案第１４号は、令和元年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）であります。  

本補正予算は、保険給付費及び国民健康保険事業費納付金、基金積立金を増額し、くらて

病院に係る保健事業費及び運営費交付金の減額に伴い、県支出金などの収入の補正要因を調

整し、歳入歳出それぞれ  ６，２７７万７千円を追加して、予算総額を、歳入歳出それぞれ   

１９億１，７２８万４千円としております。  

次に、日程第１８ 議案第１５号は、令和元年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）であります  

 本補正予算は、後期高齢者医療保険料収入の増額と保険基盤安定に係る繰入金の減額に伴

い、広域連合納付金などの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ  ６２万９千円減額し、予算 

総額を、歳入歳出それぞれ ２億７，２３１万円としております。  

次に、日程第１９ 議案第１６号は、令和元年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計

補正予算（第３号）であります。  

本補正予算は、現時点での事業に伴う不用額等を調整し、歳入歳出それぞれ  １，６９７

万２千円減額し、予算総額を、歳入歳出それぞれ  ９億１，９７６万４千円としております。 

次に、日程第２０ 議案第１７号は、令和元年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別
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会計補正予算（第１号）であります。  

本補正予算は、国債証券の売買に伴う財産収入が主な要因となり、歳入歳出それぞれ   

２４２万３千円増額し、予算総額を歳入歳出それぞれ  ３，４８４万８千円としております。 

次に、日程第２１ 議案第１８号は、令和元年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特

別会計補正予算（第１号）であります。 

本補正予算は、医療機器購入費の確定に伴う不用額等を減額するものです。  

また、病院建設事業に伴う貸付金及び負担金については、第２表として繰越明許費により

予算措置を講じております。  

これらの要因により、歳入歳出それぞれ１，０４３万７千円を減額し、予算総額を歳入歳

出それぞれ１５億９，３７１万６千円としております。  

次に、日程第２２ 議案第１９号は、令和元年度鞍手町水道事業会計補正予算（第１号）

であります。 

本補正予算は、現時点での事業に伴う不用額等を調整し、予算第２条業務の予定量では、

主要な建設改良事業で２，０００万円減額し  ４，６１４万５千円を計上しております。  

予算第３条収益的収入及び支出では、水道事業収益  ３億５，５５９万５千円に対し、  

水道事業費用  ３億４，８５３万８千円で、差引  ７０５万７千円の黒字予算を計上してお

ります。 

 次に、予算第４条資本的収入及び支出では、資本的収入 ２，６４７万８千円に対し、資

本的支出  １億４４１万９千円で、差引  ７，７９４万１千円の不足となりますが、不足額に

つきましては、当年度までの損益勘定留保資金から補填することにしております。  

以上が、日程第１６ 議案第１３号から日程第２２ 議案第１９号までの提案説明であり

ます。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  

 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 次に､日程第２３ 議案第２０号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます｡ 

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第２３ 議案第２０号につきまして、提案説明を申し上げます。  

日程第２３ 議案第２０号は、令和２年度鞍手町一般会計予算であります。  

はじめに、令和２年度鞍手町一般会計予算を提案するにあたり、予算編成に係る背景にふ

れながら方針を述べさせていただきます。  

まず、国の予算等の状況を申し上げますと、令和２年度は、３つの重点項目をもとに予算

編成されております。  

１つ目は、全世代型社会保障制度の構築に向け、消費税増収分を活用し、幼児教育・保育
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の無償化や高等教育の無償化を着実に実施するほか、予防・健康づくりの取組の抜本的強化

をはじめ、社会保障の充実のための対策を。  

２つ目は、経済対策を実行するため「臨時・特別の措置」を講じ、東京オリンピック・パ

ラリンピック後の経済活力の維持・向上を見据えたキャッシュレスポイント還元事業、マイ

ナンバーカードを活用した消費活性化策や、「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対

策」等を実施するための対策を。  

３つ目は、歳出全般にわたり見直しを行い、一般歳出等について、「新経済・財政再生計

画」の目安を達成するなど、歳出改革の取組を継続しております。  

これらの方針により編成された、国の一般会計予算総額は、１０２兆６，５８０億円 前

年度に比べ  １兆２，００９億円、率にして１．２％増で今国会に提案されております。  

 また、令和２年度の地方財政計画では、地方の安定的な財政運営に必要となる地方交付税

の総額は、１６兆５，８８２億円となり、前年度と比較し、４，０７３億円、率にして２．

５％増となっております。  

一方、地方税収入の増加などが見込まれることにより、赤字地方債である臨時財政対策債

の発行可能額は、３兆１，３９８億円となり、前年度と比較して  １，１７１億円、率にして

３．６％減となっております。  

このような状況を踏まえ、鞍手町としても依然として厳しい財政状況にあるなか、役場庁

舎等建設に伴う基本設計業務に着手し、事業がより具体化・本格化してきます。また、町立   

保育所統合に伴う古月保育所の大規模改修工事やくらて病院移転地の周辺道路改良工事にも

着手していきます。   

一方、電算業務のプロセスを自動化するＲＰＡの本格導入など、行政経費の削減につなが

る取組を実施するとともに、新生児から高齢者まで各世代にわたり社会保障の充実を図るな

ど選択と集中を行いながら、予算編成を行っております。  

それでは、鞍手町の一般会計予算の概要についてご説明いたします。  

まず、令和２年度一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ  ８２億７０６万６千円であ

ります。 

前年度と比較して、３億７，２１３万２千円、率にして４．７％の増額となっております。  

令和元年度当初予算から令和２年度当初予算において、大きく増額となった要因は、役場

庁舎等建設に伴う関連事業費を計上したことや、町立保育所統合に伴う古月保育所の改修工

事費、くらて病院移転地の周辺道路改良のための工事費を計上したこと、国が目指す「ＧＩ

ＧＡスクール構想」の実現に向けた事業費を計上したことなどによるものです。  

一方、消費税率引上げに伴う対応としてのプレミアム付商品券事業費や中央公民館大規模

改修事業に伴う工事費、さらに役場庁舎等建設が設計段階に入ることから公共施設等整備基

金への積立金などの予算が大きく減額となっております。  

また、令和２年度からの会計年度任用職員制度導入に伴い、歳出予算の節の区分から「７

節 賃金」が廃止されることとなります。令和元年度まで賃金で予算計上していたものは令
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和２年度では、「１節 報酬」に勤務に対する報酬と時間外勤務報酬を予算計上しております。    

また、「３節 職員手当等」に期末手当を、「９節 旅費」に通勤費に係る費用弁償を、それ

ぞれ予算計上しております。  

それでは、歳出から款ごとに主な予算を中心にご説明いたします。  

１款 議会費では、前年度と同様、通常予算の９，７４６万２千円となっております。  

次に、２款 総務費では、庁舎等建設費において、役場庁舎等の建替えに伴う関連予算   

６，９０３万２千円を計上しております。  

また、個人番号カード普及事業費においては、個人番号カード普及のための関連予算  

２５５万３千円を新たに計上しております。  

わかりやすい予算説明書発行費においては、昨年度発行し、町民の皆様に好評であったこ

とから、今年度も発行関連予算１５０万円を計上しております。  

電算の基幹システム管理費においては、電算業務のＲＰＡの本格導入に要する関連予算  

３０８万円を計上しております。  

また、危険空家対策事業費においては、略式代執行に伴う、空家解体撤去のための工事費  

１５０万円や昨年度より実施しております老朽危険家屋等解体補助金  ２５０万円を計上し

ております。 

さらに、国勢調査に伴う関連予算  ８０２万６千円を計上しております。  

一方、財政調整基金費においては、公共施設等整備基金への積立金  １億５，０００万円

を減額しております。  

これらの要因により２款 総務費全体では、前年度と比較して  ９，１３０万円減額とな

る  １０億８，７３６万４千円を計上しております。  

次に、３款 民生費では、公立保育所大規模改修事業費において、町立保育所統合に伴う

古月保育所改修工事関連予算、３億４，０００万円を計上しております。  

また、公立保育所費においては、令和２年度から公立保育所の送迎バスを２台体制にする

ことに伴い、送迎バス運行業務委託料  ９２４万円を計上しております。  

介護予防事業費においては、高齢者の運動教室等の介護予防事業委託料  ８０６万４千円

を計上しております。  

地域包括支援センター事業費においては、介護サービス認定等の介護予防支援委託料２９

５万３千円を計上しております。  

病児・病後児保育事業費においては、病中又は病気の回復期の児童を一時的に預かるため

の病児・病後児保育事業委託料、９５７万３千円を計上しております。  

さらに、認可外保育施設支援事業費においては、待機児童の解消を図るための関連予算   

１３８万６千円を新たに計上しております。  

これらの要因により３款 民生費全体では、前年度と比較して  ２億４，１５７万２千円

増額となる３０億２，６０６万９千円を計上しております。  

次に、４款 衛生費では、高齢者健康づくり事業費において、高齢者の保健事業と介護予
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防事業の一体的な実施に向けた関連予算  ６９万５千円を新たに計上しております。  

葬祭場管理費においては、施設の修繕料  ８３７万１千円を計上しております。  

また、上水道事業費においては、国の地方公営企業繰出金通知に基づき、水道事業会計の

経営戦略の策定に要する経費の一部を補助するものとして  １８４万２千円を新たに計上し

ております。 

さらに、くらて病院への運営費負担金においては、平成３０年度債の元金償還開始などに

伴い  １７０万２千円の増額となる  ２億７，２５９万７千円を計上しております。  

これらの要因により４款 衛生費全体では、前年度と比較して  １，０８１万８千円増額

となる  ８億４，３１０万４千円を計上しております。  

次に、５款 労働費では、平成２９年度から計上しております若年者専修学校貸付費   

１２１万１千円を計上し、前年度と同額としております。  

次に、６款 農林水産業費では、スマート農業推進事業費において、ロボット技術や情報

通信技術を活用した高性能農業機械導入を支援するための補助金  ７８５万３千円を計上し

ております。 

また、農業次世代人材投資事業費においては、経営開始直後の新規就農者に対しての補助

金４５０万円を計上しております。  

ため池整備事業費においては、ため池２カ所の耐震調査等の設計測量委託料  ２，０００

万円を計上しております。  

さらに、森林整備促進事業費においては、森林環境譲与税を財源として、森林の間伐、木

材利用の促進や普及啓発等を目的とする基金への積立金  ２４７万円を計上しております。  

一方、水田農業担い手機械導入支援事業費においては、前年度と比較して、１，３２６万

３千円の減額となる、２，３９３万５千円を計上しております。  

これらの要因により６款 農林水産業費全体では、前年度と比較して  ８８万８千円増額

となる  １億９，２８４万９千円を計上しております。  

次に、７款 商工費では、商工振興費において、昨年度、地域振興券発行の関連予算は、

県の補助金が確定していなかったため、当初予算への計上を見送りましたが、令和２年度は、

当該補助金  ４２０万円を含む鞍手町商工会事業費補助金 ５７４万６千円を計上しており

ます。 

また、鞍手町中小企業活性化計画に基づく、中小企業の総合的な支援を図るための関連予

算  ３９２万２千円を新たに計上しております。  

これらの要因により、７款 商工費全体では、前年度と比較して  ９２８万２千円増額と

なる  ４，０１５万８千円を計上しております。  

次に、８款 土木費では、西川改修事業費において、岩ケ鼻橋架替えに伴う町負担金  

４，２７５万２千円を新たに計上しております。  

また、立地適正化計画策定事務費においては、計画を策定するための関連予算   

１，１１８万４千円を計上しております。  
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さらに、くらて病院移転地周辺道路改良事業費においては、くらて病院移転に伴い予想さ

れる周辺道路の渋滞緩和のための関連予算  １億５１４万１千円を計上しております。  

これらの要因により、８款 土木費全体では、前年度と比較して  １億２，７６６万３千

円増額となる、７億８，７５２万５千円を計上しております。  

次に、９款 消防費では、常備消防費において、直方鞍手広域消防事務組合への負担金は、

鞍手出張所の救急車更新等に伴い  ２，４９８万円の増額となる  ２億６，９３３万９千円を 

計上しております。  

一方、非常備消防費においては、緊急防災・減災事業債の発行可能期限が迫っていること

から、昨年度に引き続き防災行政用無線屋外局の新設工事費で  ２，７３８万８千円減額とな

る ２，５９６万２千円を計上しております。昨年度は１１基新設し、令和２年度は４基の

新設を予定しております。  

これらの要因により、９款 消防費全体では、前年度と比較して  １，１０５万４千円の

減額となる ３億２，７００万５千円を計上しております。  

次に、１０款 教育費では、小学校費及び中学校費において、児童生徒１人１台端末を前

提とした高速大容量の通信ネットワークを整備するＧＩＧＡスクール構想を実現するための

関連予算を小学校費で  ７，６２０万円、中学校費で ２，５４０万円を新たに計上しており

ます。 

小学校施設整備事業費においては、指定避難所である剣北小学校と室木小学校の屋外トイ

レの洋式化等改修工事費 ８２０万４千円を計上しております。  

また、中学校管理費においては、中学校のスクールバス拡充に伴い関連予算  ３，１５２

万２千円を計上しております。  

役場庁舎等建設の関連事業である歴史民俗博物館別館建設事業費においては、石炭資料展

示場等の資料を搬出するための委託料  １，３５５万９千円を新たに計上しております。  

さらに、公民館大規模改修事業費においては、中央公民館の大規模改修関連予算  １億円

を計上しております。  

これらの要因により、１０款 教育費全体では、前年度と比較して  ７，１８４万４千円

の増額となる  ８億３，８１９万２千円を計上しております。  

次に、１２款 公債費においては、前年度と比較して８７６万９千円の増額となる   

９億５，５１２万６千円を計上しております。  

以上が、令和２年度の一般会計歳出予算の概要であります。  

一方、これに対する歳入につきましては、国が示す令和２年度地方財政計画や財政見通し

に基づき積算を行っておりますが、依然として地方財政は厳しい状況にあり、地方交付税を

はじめ、国、県支出金や町債などの依存財源に頼らなければならない財源構成になっており

ます。 

また令和２年度においては、地方税制改正に伴い、歳入予算の款の区分に変更があります。

具体的には、６款に法人事業税交付金を新たに追加することで、地方消費税交付金を６款
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から７款に、ゴルフ場利用税交付金を７款から８款に繰り下げるとともに、前年度の８款 

自動車取得税交付金を廃止しております。  

それでは、歳入の主な款ごとに説明いたします。  

１款 町税では、個人町民税の現年課税分で、１，００７万９千円の増額、固定資産税の

現年課税分で、２，０００万円の増額となっております。  

一方、法人町民税の現年課税分では、法人税割の税率引き下げなどに伴い２，２００万円

の減額となっております。  

これらの要因により、１款 町税全体では、前年度と比較して  ９３６万円増額となる   

１８億６，５３２万６千円を計上しております。  

次に、２款 地方譲与税においては、森林整備を一層促進するため森林環境譲与税が前倒

しして増額されることに伴い ２４７万円を計上し、地方譲与税全体としては、前年度と比

較して  １４６万９千円増額となる  ６，６４７万円を計上しております。  

次に、６款 法人事業税交付金においては、令和元年１０月に地方法人課税の偏在是正を

目的として、国の地方法人税の税率が引き上げられ、法人住民税法人税割の税率が引き下げ

られたことに伴う市町村減収分の補填措置として法人事業税交付金が創設されております。 

令和２年度は、２，０００万円を計上しております。  

次に、７款 地方消費税交付金においては、昨年１０月の消費税率１０％への引き上げに

伴い、前年度と比較して６，０００万円増額となる  ３億４，０００万円を計上しております。  

次に、１０款 地方特例交付金においては、幼児教育・保育の無償化に係る初年度の地方

負担分は、国費により全額措置されましたが、令和２年度は、普通交付税の基準財政需要額

に算入され、子ども・子育て支援臨時交付金が廃止されることに伴い、前年度と比較して   

１，９４０万４千円減額となる １，３９０万円を計上しております。  

次に、１１款 地方交付税では、普通交付税において、地方財政計画の歳出に新たに創設

された地域社会再生事業費をはじめ、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担分や中学校ス

クールバスの拡充などにより基準財政需要額の増加が見込まれるため、前年度と比較して   

６，０００万円の増額となる、２３億９，０００万円を計上しております。  

次に、１３款 分担金及び負担金では、幼児教育・保育の無償化に伴い、前年度と比較し

て  ３，８５４万８千円減額となる、４，２４２万５千円を計上しております。  

次に、１８款 寄附金においては、前年度と同額となる、５，０００万１千円を計上して

おります。 

次に、２２款 町債においては、臨時財政対策債は、前年度と比較して  １，３００万円

減額となる、２億円とする一方で、町立保育所統合に伴う古月保育所改修工事費及びくらて

病院移転地周辺道路の改良工事費などに伴い過疎対策事業債を、４億２，１５０万円増額と

したことから、町債全体では、前年度と比較して  ３億９，０７０万円増額となる  

１１億２，９７０万円を計上しております。  

そしてこれら歳入要因を充てても不足する財源、３億７，４３８万８千円を、１９款 繰
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入金の財政調整基金繰入金に計上し、歳入歳出予算を調整しております。  

以上が、日程第２３ 議案第２０号 令和２年度一般会計予算の歳入歳出予算の概要であ

ります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  

 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 次に､日程第２４ 議案第２１号から 日程第３１ 議案第２８号までの８件を一括して

議題とします。  

 提案理由の説明を求めます｡ 

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第２４ 議案第２１号  から  日程第３１ 議案第２８号までの８件につきまして、一

括して提案説明を申し上げます。  

日程第２４ 議案第２１号は、令和２年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算でありま

す。 

本予算は、一般被保険者に係る保険給付費の療養諸費及び高額療養費、国民健康保険事業

費納付金の増額により県支出金などの関係項目を調製し、予算総額を、歳入歳出それぞれ   

１８億８，８０６万３千円としております。  

次に、日程第２５ 議案第２２号は、令和２年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算であ

ります。 

本予算は、後期高齢者医療保険料収入及び保険基盤安定繰入金の増額により、後期高齢者

医療広域連合納付金などの関係項目を調製し、予算総額を、歳入歳出それぞれ２億８ ,６８８

万３千円としております。  

次に、日程第２６ 議案第２３号は、令和２年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算であ

ります。 

本予算は、住宅新築資金等の貸付金回収金を一般会計へ繰り出すものとして、予算総額を、

歳入歳出それぞれ  ７０万６千円としております。  

次に、日程第２７ 議案第２４号は、令和２年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計

予算であります。  

本予算は、中山処理分区及び西川処理分区の整備に係る工事費を主なものとして、予算総

額を、歳入歳出それぞれ ９億８ ,２９３万円としております。  

次に、日程第２８ 議案第２５号は、令和２年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別

会計予算であります。  

本予算は、町内１１ヶ所のかんがい揚排水機場の年間必要維持管理経費を主なものとして、

予算総額を、歳入歳出それぞれ  ３ ,０８７万９千円としております。  

次に、日程第２９ 議案第２６号は、令和２年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持
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管理運営費特別会計予算であります。 

本予算は、谷山池斜樋操作場・谷山池パイプラインの施設について、年間必要維持管理経

費を主なものとして、予算総額を、歳入歳出それぞれ  ９４８万１千円としております。  

次に、日程第３０ 議案第２７号は、令和２年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特

別会計予算であります。  

本予算は、病院事業債の貸付けや過疎対策事業債の負担金及び貸付金の償還金などを主な

ものとして、予算総額を歳入歳出それぞれ  ５７億９，６７２万４千円としております。  

次に、日程第３１ 議案第２８号は、令和２年度鞍手町水道事業会計予算であります。  

本予算は、安全で安定した水道水の供給に係る事業費を主なものとして、予算第３条収益

的収入及び支出では、水道事業収益  ３億５，８１５万８千円に対し、水道事業費用 ３億４，

７３９万３千円で、差引  １，０７６万５千円の黒字予算を計上しております。  

次に、予算第４条資本的収入及び支出では、資本的収入 ４，０２９万１千円に対し、資

本的支出 １億２，３２５万９千円で、差引  ８，２９６万８千円の不足となりますが不足額

につきましては、当年度までの損益勘定留保資金から補填することにしております。  

以上が、日程第２４ 議案第２１号から  日程第３１ 議案第２８号までの提案説明であ

ります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  

 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 次に､日程第３２ 議案第２９号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます｡ 

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第３２ 議案第２９号につきまして、提案説明を申し上げます。  

日程第３２ 議案第２９号は、公民館大規模改修事業鞍手町中央公民館外壁等改修工事請

負契約の変更であります。  

本議案は、空調設備改修工事の入札が不調のため契約が１ヶ月延びたこと、また、外壁タ

イルを撤去した際、躯体のコンクリートに想定以上の劣化等が確認されたことに伴う追加の

調査及び補修工事が必要になったことが主な要因となり、工期の延長及び工事費の増額変更

を行うものであります。  

以上が、日程第３２ 議案第２９号の提案説明であります。  

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  

 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 次に､日程第３３ 議案第３０号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます｡ 
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 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 日程第３３ 議案第３０号につきまして、提案説明を申し上げます。  

日程第３３ 議案第３０号は、鞍手町道路線の変更であります。  

本議案は、認定路線６号  本町今村線の北九鞍手夢大橋への取り付け工事が今年度末に竣

工し開通となるため、現在供用している遠賀川堤防への取り付け道路から終点を変更するも

のであります。  

以上が、日程第３３ 議案第３０号の提案説明であります。  

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  

 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 この際休会についてお諮りします。  

 明日５日から８日までの４日間を休会としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって明日５日から８日までの４日間を休会とすることに決定しま

した。 

 以上をもって本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれをもって散会します。  

閉会１４時１１分  

 


